
　灯油の価格高騰に伴い、高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯などに対し、冬季暖房に必要な

灯油代の一部を助成する「福祉灯油等購入助成」を実施します。

　申請は保健福祉センターと役場お客さま窓口で受付しますので、対象となる方は、２月27日（金）

までに忘れずに申請願います。（代理申請も受付いたします）

■助成対象
　平成26年12月１日現在、和寒町に住所を有し、平成26年度の町民税が非課税の世帯で下記のいずれ

かに該当する世帯。ただし、福祉施設等入所世帯並びに長期入院者は該当しません。

１．対象世帯 
①高齢者世帯　　年齢65歳以上のひとり暮らし世帯及び年齢65歳以上で構成される世帯

（平成27年３月31日までに満65歳に達する世帯を含みます。）

②障がい者世帯　療育手帳、身体障害者手帳１～２級、精神障害者保健福祉手帳１～２級の方が世

帯主又は世帯構成員となっている世帯で、かつ、その者が同居している世帯

③ひとり親世帯　18歳未満の児童を扶養している母子及び父子世帯

④生活保護世帯　生活保護法による保護受給世帯

２．助 成 額 
１世帯当たり、灯油購入券10,000円分（5,000円券×２枚）を支給します。 ただし、灯油暖房以外

の世帯は商品券10,000円（商工会又はホクレンショップ）の交換券を支給いたします。

※　灯油購入券は、豊和産業、信菱興業、ＪＡ北ひびき和寒給油所、和寒農機、北部ガスセ

ンターで利用することができます。平成27年３月31日までに使用してください。

３．申請に必要なもの 　
・印鑑

・対象者であることを証明できるもの（保険証、身体障害者手帳など）

■お問い合わせ：保健福祉課福祉係　TEL 32-2000

福祉灯油等の助成申請を12月１日から受付開始！

　本町では、担い手の確保・育成を目的として、

新規に就農・就業し１年を経過された方を対象に

奨励金を交付しています。本年度は農業後継者１

名、新規開業者３名の計４名に町長から奨励金が

手渡されました。

　交付された方は次のとおりです。

新規就農・就業者に奨励金

農　業　　太　田　和　成さん　（西　町）

商工業　　大　畑　勝　利さん　（西　町）

　　　　　　㈱北海道新聞大畑販売所

　　　　　合　田　俊　幸さん　（三　笠）

　　　　　　塩狩ヒュッテ

　　　　　小　林　信　幸さん　（三　笠）

　　　　　　小林商店

（前列）左から太田さん、大畑さん、合田さん

小林さん

福祉灯油等の助成申請を12月１日から受付開始！福祉灯油等の助成申請を12月１日から受付開始！
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